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○

港
湾
運
送
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
港
湾
の
指
定
）

第
四
条

法
第
二
条
第
五
項
の
特
定
港
湾
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

（
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
法
令
の
規
定
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

（
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
法
令
の
規
定
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
四
条

法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
運
送
事
業
に
従
事
す
る
労

第
五
条

法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

働
者
の
使
用
に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
港
湾
運
送
事
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
使
用

に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
登
録
料
）

第
六
条

法
第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
登
録
料
の
額
は

、
九
千
五
百
円
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
千

百
円
）
と
す
る
。

（
職
権
の
委
任
）

（
職
権
の
委
任
）

第
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
次
の
と

第
七
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。
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一

一
般
港
湾
運
送
事
業
、
港
湾
荷
役
事
業
、
は
し
け
運
送
事
業
及
び
い
か
だ
運
送

事
業
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
権
（
一
般
港
湾
運
送
事
業
に
関

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
範
囲

を
限
定
し
て
し
た
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

特
定
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
け
る
一
般
港
湾
運
送
事
業
（
法
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
業
務
の
範
囲
を
限
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
十
七

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
（
事
業
の

休
止
の
許
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
一
条
（
同
条
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
職
権

三

特
定
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
け
る
一
般
港
湾
運
送
事
業
（
法
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
業
務
の
範
囲
を
限
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
、
港
湾
荷
役
事
業
、

は
し
け
運
送
事
業
及
び
い
か
だ
運
送
事
業
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
四
条
第
一
項

、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

一

一
般
港
湾
運
送
事
業
、
港
湾
荷
役
事
業
、
は
し
け
運
送
事
業
及
び
い
か
だ
運
送

四

特
定
港
湾
に
お
け
る
一
般
港
湾
運
送
事
業
、
港
湾
荷
役
事
業
、
は
し
け
運
送
事

事
業
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
の
三
第
一

業
及
び
い
か
だ
運
送
事
業
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
条

項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
二
第

一
項
並
び
に
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

五

法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
権
（
合
併
若
し
く

は
分
割
に
よ
り
港
湾
運
送
事
業
を
承
継
す
る
法
人
が
新
た
に
経
営
す
る
こ
と
と
な

る
港
湾
運
送
事
業
又
は
解
散
に
よ
り
消
滅
す
る
法
人
の
経
営
す
る
港
湾
運
送
事
業

が
前
二
号
に
掲
げ
る
港
湾
運
送
事
業
の
み
で
あ
る
場
合
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

）

二

検
数
事
業
、
鑑
定
事
業
及
び
検
量
事
業
に
関
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第

六

検
数
事
業
、
鑑
定
事
業
及
び
検
量
事
業
に
関
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
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三
項
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
（
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る

三
項
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分

部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
職
権

に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
職
権

三

法
第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
職
権

七

法
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
並
び
に
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
職
権

四

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第

八

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す

一
項
に
規
定
す
る
職
権

る
職
権

イ

法
第
九
条
第
一
項
（
は
し
け
運
送
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

ロ

法
第
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
（
特
定

港
湾
一
般
港
湾
運
送
事
業
者
及
び
特
定
港
湾
は
し
け
運
送
事
業
者
に
適
用
さ
れ

る
場
合
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

都

道

府

県

港

湾

都

道

府

県

港

湾

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

青

森

青

森

青

森

青

森

青

森

大

湊

青

森

八

戸

青

森

八

戸

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）
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都

道

府

県

港

湾

千

葉

千

葉

東

京

京

浜

神

奈

川

静

岡

清

水

愛

知

名

古

屋

三

重

四

日

市

大

阪

大

阪

兵

庫

神

戸

山

口

関

門

福

岡

福

岡

博

多
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○

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
二
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

削
除

十
一

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
港
湾
運
送
事
業

十
二
～
十
六

（
略
）

十
二
～
十
六

（
略
）


